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発行 

はじめての 
校長 大井 秀夫 

初夏を迎えて空には白い夏雲が浮かび、梅雨までの束の間の日差しを浴びた校庭の木々もより緑を濃くしています。
先日の運動会では、順延したにもかかわらず多数の皆様の児童へのご声援と、後片付けへのご協力をいただきました
ことを感謝申し上げます。今年の運動会では、低学年リレーと全校種目を新たに導入して内容の充実を図りました。そ
の分、進行の時間が予定よりもかかってしまったことは次年度の課題として精査していきたいと考えております。 
さて、６年生が５月２７日・２８日の一泊二日で、箱根鎌倉方面へ修学旅行に行ってまいりました。本

市ではこれまで「農山村留学」と称して、県内の自然の家を中心とした宿泊施設での体験活動を行
ってまいりました。今年度より修学旅行として、県外の歴史遺産の見学や雄大な自然の中を散策する
学習にシフトチェンジしました。初めての修学旅行でしかも短い準備期間ではありましたが、担任を中
心にして６年生の子どもたちが立派に計画を遂行できました。これもこれまでの学習の積み重ねがあ
ったことは言うまでもありません。保護者の皆様のご協力に感謝申し上げます。 

本校では、長らく敷地内の小屋でウサギを飼育しています。近年の温暖化により飼育環境が年々厳しく
なってきた中で、現在飼育中の３羽のウサギも高齢となっております。児童との悲しい別れを迎える前に、快
適な環境で余生を過ごせるよう、昨年度よりボランティア団体を通して里親を探してもらっていました。この
度、６月２７日をもって３羽のウサギが幕張小学校とお別れをすることが決まりましたので、こ
こでお知らせします。飼育委員会を中心にお別れのセレモニーを準備中です。初めてのこと
で手探りの中、進めているところです。卒業生をはじめとするウサギと関わってきた方々にと

っては、大変さびしいことではありますが、ウサギのことを第一に考えての措置とご理解をいただきますよ
うお願い申し上げます。 

お知らせとお願い 

○令和７年度 口座振替（給食費・学校徴収金）のお知らせ
  各期の本振替日・再振替日は、次の表のとおりです。金額や時期について余裕をもって、「給食費等登録

口座へのご入金」をお願いします。金額は 5/27に配信したすぐーる等をご確認ください。 

徴収期（提供月） 
令和７年度 口座振替日 

本振替 再振替 

第１期（４月・５月分） ６月 25日（水） ７月 15日（火） 

第２期（６月分） ７月 25日（金） ８月 15日（金） 

第３期（７月分） ８月 25日（月） ９月 16日（火） 

第４期（８月・９月分） 10月 27日（月） 11月 17日（月） 

第５期（10月分） 11月 25日（火） 12月 15日（月） 

第６期（11月分） 12月 25日（木） １月 15日（木） 

第７期（12月分） １月 26日（月） ２月 16日（月） 

第８期（１月分） ２月 25日（水） ３月 16日（月） 

第９期（２月・３月分） ３月 25日（水） ４月 15日（水） 

６月 25日（水）が第１期の給食費・学校徴収金の振替日です。給食費等登録口座の残高の確認をお願い

します。お子様の教育活動のためにご入金をお願いします。 

引き落としができない場合、７月 15日（火）に再振替を行います。未納がある場合、千葉市からお子様

を通じて封筒で、学校からお電話でご家庭に連絡させていただきます。 

相談がある場合、以下の連絡先に遠慮なくご相談ください。 

【学校給食費に関するお問い合わせ 市保健体育課公会計班 245-5909】 

【学校徴収金に関するお問い合わせ 幕張小学校教頭 渡辺 271-7511】 

まくはりの風 



○学習参観日及び引き渡し訓練のお知らせ

 ６月 13 日（金）５時間目に学習参観を実施いたします。その後、引き渡し訓練を実施いたします。

詳細は 5/20（火）に配信したすぐーるをご覧ください。 

○学校付近での自家用車の速度や駐停車等のお願い

◇線路側の道路は 7:00-9:00が車両通行禁止となっています。

◇本校は千葉市の健康教育推進校です。時間に余裕をもち、徒歩で登校することを推奨します。

◇学校周辺での路上駐車は、登下校するお子様が危険に遭遇する可能性が非常に高くなります。お控えくだ

さい。

◇線路側の道路で速度超過や駐停車する自家用車を時折見かけます。お子様をはじめ、地域の皆様の命を守

るために、特に細い道路では注意深く徐行するようにお願いします。

◇2015年より法律が変わり、自転車の二人乗りは未就学児までとなっています。ご注意ください。

※学校でもお子様への交通安全指導を実施いたします。ご家庭でもお子様へのご指導をお願いいたします。 

○安全・安心な登下校及び放課後の過ごし方について

５月には全国で小・中学生が事故や事件に遭遇するニュースがありました。そこで、学校で指導していき

ますが、以下の内容を保護者の皆様もお子様の安全・安心のためにお話ししていただけますと幸いです。 

◇安全のために   以降に学校へ到着し、    には教室で朝の会を行う準備をしましょう。

◇歩道では広がらずに、たて１列で歩きましょう。

◇登下校中や放課後は歩道では、友達同士では気を付けて歩きましょう。

◇青信号になっても「右、左、右」と確認してから歩道を渡りましょう。交差点でも同じで
す。

◇点滅した信号では止まりましょう。

◇「いか・の・お・す・し」を守りましょう。

◇自転車に乗る際はヘルメットをできるだけ着用しましょう。

◇「おごる・おごられる」「物の貸し借り」は友達関係のトラブルの元です。控えましょう。

◇16 時半を目安として、暗くなる前に家へ着くようにしましょう。

○スクールカウンセラーの先生の６月の来校予定

①６月 12 日（木） ②６月 26 日（木） ③6 月 30 日（月）

先生にはお子様も保護者様も心の悩みを相談することができます。相談予約は担任もしくは教

頭の渡辺までご連絡ください。 

○千葉市からのお知らせについて

◇健康増進法に基づき、受動喫煙防止対策のため、学校敷地内での喫煙は禁止です。学校敷地外であって

も、「校門付近」「通学路」などお子様の利用が想定される場所では喫煙はお辞めください。

◇千葉市教育委員会では、小学校・中学校・中等教育学校・特別支援学校で働いてくださる「講師」を募

集しています。興味のある方は教育委員会までご連絡ください。【教育職員課 TEL245-5931】


